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主 要 判 決 全 文 紹 介

　本願発明は、「ｔｒａｃｒ配列の長さ」に着目して、「ｔｒａｃｒ配列が、30以上のヌクレオチドの長さ
を有」するものという構成を採用したことにより、ゲノム改変効率が増加することができた効果を得たも
のであり、引用文献１には前記「ｔｒａｃｒ配列の長さ」に着目して、明確に「ｔｒａｃｒ配列が、30以
上のヌクレオチドの長さを有」すること（相違点）が示されておらず、その効果であるゲノム改変効率が
増加することができたことを確認できていないことを根拠に、両者が同一であるとして、特許法29条の
２の規定に該当するとした審決を取り消し、同時に、本願発明は、ゲノムの改変効率を向上させる観点で、
引用発明２のｔｒａｃｒＲＮＡの長さについて、引用例２に具体的に開示されている26から30を超えた
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